
 

 

 

    

 

 

 

 

 

【目的】 

さいたま市の文化芸術にかかわる人材情報を登録し、アーティストを呼びたい（指導して

もらいたい）市民等と表現活動（講師含む）をしたい文化芸術団体（個人）との橋渡しを

行います。 

 

１．登録資格   

（１）文化芸術活動を行う者 

（２）さいたま市出身者・在住者・在勤者・在学者又は卒業生およびさいたま市で活動

実績のある者 

 （３）当事業団のかかわる公演・イベント等に積極的に協力できること 

（４）当事業団の名誉もしくは信用を損なわないこと 

   （５）政治的、宗教的思想の活動目的でないこと 

   （６）公序良俗に反しないこと 

 

  ２．申請方法 

（１）所定の登録申請書を本人から提出していただきます。 

（郵送または直接文化センター２F 窓口へお持ちください。） 

 

  ３．登録受付 

    ＳａＣＬａアーツの登録受付は、平成２２年１１月１日より 

    開始いたします。（年度ごとに更新いたします。） 

 

 

【 裏 面 も ご 覧 く だ さ い 】 



  ４．情報公開方法等 

   （１）当事業団に市民等よりアーティストや講師紹介の相談を受けた場合、事業団が 

ＳａＣＬａアーツ登録者より選定し市民等へ紹介します。 

   （２）当事業団の主催事業等にも積極的に SaCLa アーツ情報を活用し、出演アーティ

ストや講師として協力していただきます。 

 

５．その他 

   （１）ＳａＣＬａアーツ登録者が市民や団体、事業団に協力した場合に発生する費用（謝

金等）については、SaCLa アーツ登録者と依頼者が協議し、依頼者がお支払い

します。 

 

（２）偽りその他不正な手段による登録や、当事業団及び第三者に損害または不利益を

発生させた場合、登録を抹消する場合がございますので予めご了承願います。 

 

■ＳａＣＬａアーツ登録から協力までの流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込み】 

   財団法人さいたま市文化振興事業団 事業課 

      〒336-0024 さいたま市南区根岸１－７－１ (さいたま市文化センター内) 

【問い合わせ】 

SaCLa インフォメーションセンター  

      電話：０４８－８６６－４６００  ＦＡＸ：０４８－８３７－２５７２ 

                 受付時間：火曜日～土曜日（祭日を除く）９：００～１７：００ 

e-mail: sacla-a@saitama-culture.jp 

事業団の関係する公演・イベントについて、事業団 

が直接ご協力をお願いする場合もあります。 

①相談 

④紹介 

⑥依頼 

②協力依頼 

③協力承諾 
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市民・団体 

⑥協力費用支払 

⑤協力 


